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2019年３月１日

株　主　各　位

第34回定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

下記の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、
当社ウェブサイトに掲載することにより株主の皆様に提供しております。

事業報告
業務の適正を確保するための体制等の整備についての
決議の内容の概要及び当該体制の運用状況

連結計算書類
連結持分変動計算書
連結計算書類の注記

計算書類
株主資本等変動計算書
計算書類の注記

（2018年１月１日から2018年12月31日まで）

日本たばこ産業株式会社

インターネット開示事項
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事業報告
業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要及び当該体制の
運用状況
　当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、次のとおり決議しております。

 

(１） 当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役等（会社法施行規則第100条第1項第5号イにいう「取締役等」
をいう。）及び従業員（以下、取締役等及び従業員を総称して｢役職員｣という。）の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するための体制

① コンプライアンス体制
　当社は、コンプライアンス体制に係る規程に基づき、当社及び子会社の役職員が法令、定款及び社会規範等を
遵守した行動をとるための行動規範の策定等を行うとともに、コンプライアンスの徹底を図るため取締役会に直
結する機関として外部委員を主要な構成員とするJTグループコンプライアンス委員会を設置し、その委員長を会
長が務めるものとする。また、コンプライアンス担当執行役員を定めコンプライアンス統括室を所管させ、これ
によりJTグループ横断的な体制の整備・推進及び問題点の把握に努める。
　当社及び子会社の各コンプライアンス推進部門（当社においては「コンプライアンス統括室」をいい、子会社
においてはそれに相当する部署等をいう。）は、行動規範を解説した「JTグループ行動規範」等をその役職員に
配布するとともに、これら役職員を対象に各種研修等を通じて教育啓発活動を行うことによってコンプライアン
スの実効性の向上に努める。

（内部通報体制）
　当社及び子会社は、その従業員等が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合に備え、内部通報体制として
相談・通報窓口を設置する。相談・通報を受けた各コンプライアンス推進部門はその内容を調査し、必要な措置
を講ずるとともに、再発防止策を実施する。
　当社は、JTグループに係る重要な問題についてはJTグループコンプライアンス委員会に付議し、審議を求め、
又は報告することとする。

（反社会的勢力排除に向けた体制）
　当社及び子会社は、反社会的勢力とは断固として対決し、不当な要求には応じず、一切の関係を遮断する。JT
グループとしての対応統括部署を当社総務部と定め、警察当局、関係団体、弁護士等と連携し、情報収集・共有
を図り、組織的な対応を実施する。また、反社会的勢力への関与を禁止し、当社及び子会社の役職員に周知徹底
するとともに、これら役職員に対して適宜研修等を行うことにより、反社会的勢力排除に向けた啓発活動を継続
的に実施する。

② 財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社は、金融商品取引法等に基づき、JTグループの財務報告に係る内部統制システムを整備・運用するととも
に、これを評価・報告する体制を適正な人員配置のもとに構築し、もって財務報告の信頼性の維持向上を図る。

③ 内部監査体制
　当社監査部は、内部監査を所管し、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と
合理性の観点から検討・評価し、会社財産の保全及び経営効率性の向上を図る。また、当社監査部は、各子会社
の内部監査機能との連携により、JTグループの内部監査体制及び方針の企画・推進、並びに各子会社の内部監査
機能に対する補完を行う。

(２） 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 議事録の保存及び管理

　当社は、株主総会及び取締役会の議事録については、法令に基づき適切に管理保存を行う。
② その他の情報の保存及び管理

　当社は、重要な業務執行や契約の締結等の意思決定に係る情報については、責任権限規程に基づき責任部署及
び保存管理責任を明らかにし、また、その意思決定手続・調達・経理処理上の管理に関する規程を定め、その保
存管理を行う。

(３） 子会社取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社は、子会社に対し、当該子会社を所管する当社担当部署へ重要な情報を定期的に報告させるものとする。
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(４） 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 平常時のリスク評価・管理体制

　当社は、金融・財務リスクに対しては、JTグループに係る指針・規程・マニュアルを定めるとともに、四半期
毎に財務責任者を通じて社長及び取締役会に報告を行う。その他のリスクについては、責任権限規程により定め
られた部門毎の責任権限に基づき、責任部署が事務局となって各種委員会等を設置して適切に管理を行うととも
に、重要性に応じて、社長へ報告し、対策の承認を得る。
　当社監査部は、各子会社の内部監査機能と連携しつつ、業務執行組織から独立した客観的な視点で、重要性と
リスクを考慮してJTグループにおける社内管理体制等を検討・評価し、社長に対して報告・提言を行うととも
に、取締役会に対して報告を行う。

② 有事の対応
　当社は、危機管理及び災害対策について対応マニュアルを定め、危機や災害の発生時には緊急プロジェクト体
制を立ち上げ、経営トップの指揮のもと、関係部門及び子会社との緊密な連携により、迅速・適切に対処するこ
とができる体制を整える。また、対処した事案等とその内容については、取締役会に報告を行う。

(５） 当社取締役及び子会社取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社取締役会

　当社取締役会は、原則毎月1回の開催に加え、必要に応じ機動的に開催し、法令で定められた事項及び重要事
項の決定を行うとともに、業務執行を監督する。
　当社取締役会は、当社取締役から３ヶ月に１回以上業務執行の状況の報告を受ける。

② 当社における適切な権限委譲及び責任体制
　当社取締役会に付議する事項のほか、業務全般にわたる経営方針及び基本計画に関する事項等を中心とする経
営上の重要事項については、責任権限規程により、明確な意思決定プロセスを定め、迅速な意思決定及び高品質
な業務執行を実現することができる体制とする。
　当社取締役会が任命する執行役員は、当社取締役会の決定する全社経営戦略等に基づき、各々の領域において
委譲された権限のもと、適切な業務執行を行う。組織及び職制については、組織職制規程により基本事項を定め
るとともに、業務分担ガイダンスにより各部門の役割を明確に示し、業務の効率性・柔軟性に資する運営を行う。

③ JTグループに適用される規程及び指針の策定等
　当社は、JTグループに適用される規程及び指針等の策定等を通じて、JTグループにおける効率的な業務執行体
制を構築する。

(６） 当社並びに当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① JTグループのミッション

　JTグループは、「自然・社会・人間の多様性に価値を認め、お客様に信頼される『JTならではのブランド』を
生み出し、育て、高め続けていくこと」をJTグループミッションとして定め、JTグループ内で共有する。

② グループマネジメント
　当社は、グループに共通する機能・規程等を定義し、グループマネジメントを行うことにより、JTグループ全
体最適を図る。コンプライアンス体制（通報体制を含む。）、内部監査体制、財務管理体制等については、子会
社と連携を図り、整備する。

(７） 当社監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
① 監査役室の設置

　当社監査役（以下、単に「監査役」という。「監査役会」、「監査役室」、及び「監査役室長」との表現も当
社のそれを意味するものとする。）の職務を補助する組織として、監査役室を置く。

② 人員の配置
　監査役室には、必要な人員を配置する。また、必要に応じ監査役会と協議のうえ人員配置体制の見直しを行う。

(８） 監査役室所属の従業員の当社取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性
の確保に関する事項

① 監査役室所属の従業員の人事等
　監査役室長の評価は監査役会が行い、その他の監査役室所属従業員の評価は、監査役会の助言のもと、監査役
室長が行う。監査役室所属の従業員の異動・懲戒にあたっては、監査役会と事前に協議を行う。

② 監査役室所属の従業員の職務
　監査役室所属の従業員は、監査役の指揮命令に従ってその職務を補助するものとし、当該従業員には当社の業
務執行に係る役職を兼務させない。
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(９） 当社及び子会社の役職員又は子会社役職員から報告を受けた者が、監査役会又は監査役に報告するための体制
① 監査役会への報告

　当社及び子会社の役職員は、計算書類等及び不正又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合
における当該事実その他の会社の経営に関する重要な事項等について、監査役会に報告を行う。

② 監査役の求めに応じた適切な報告
　当社及び子会社の役職員は、監査役から重要な文書の閲覧、実地調査、報告を求められたときは、迅速かつ適
切に対応する。

③ 内部通報の状況の報告
　コンプライアンス統括室は、監査役に対して、JTグループに係る内部通報の状況について定期的な報告を行う
とともに、必要に応じて適宜報告を行う。

(１０） 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　当社は、内部通報における相談・通報を理由として、相談・通報者に対していかなる不利な取扱いも行わない
ことについて、JTグループでの周知徹底を行う。

 

(１１） 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項

① 会社法第388条に基づく費用又は債務の処理
　当社は、監査役が当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る
費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処
理する。

② 予算の設定等
　当社は、監査役の監査にかかる諸費用については、監査の実効性を担保すべく予算を設定する。また、監査役
の監査にかかる諸費用のうち予算を超えた部分についても、当該費用が職務の執行に必要でないと認められた場
合を除き、当社が負担する。

(１２） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 重要な会議への出席等

　監査役は、当社取締役会その他の当社の重要な会議に出席することができる。
② 監査部・コンプライアンス統括室と監査役との連携

　監査部及びコンプライアンス統括室は、監査役との間で情報交換を行い、連携をとる。
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　業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。

① コンプライアンスに対する取組みの状況
・JTグループでは、「自然・社会・人間の多様性に価値を認め、お客様に信頼される『JTならではのブランド』

を生み出し、育て、高め続けていくこと」をJTグループミッションとして定め、これを記載した「JTグループ
行動規範」の冊子等を当社及び子会社の役職員に配布するなど、JTグループ内での周知を実施しております。

・「JTグループコンプライアンス規程」に基づき、年度コンプライアンス計画の実践状況、重要なコンプライア
ンス違反の発生事実及び講じた措置、その他の重要事項について、取締役会への報告を適宜実施しております。

・コンプライアンスの意識の向上と不正行為の防止等を図るため、当社及び子会社の役職員を対象とした研修を
定期的に実施しております。

・内部通報体制については、社内外に相談・通報窓口を設置しており、相談・通報を理由として、相談・通報者
に対していかなる不利な取扱いも行わないよう当社及び子会社の役職員に周知しております。また、JTグルー
プコンプライアンス委員会において、定期的に相談・通報の内容を報告しております。

・反社会的勢力への対応については、お取引先からの表明・確約書の徴取や、当社及び子会社の役職員への定期
的な研修等を継続して実施しております。

② 損失の危険の管理に対する取組みの状況
・金融・財務リスクについては、「グループ財務業務基本規程」に基づき、四半期毎に社長及び取締役会への報

告を実施しております。
・社内管理体制の評価・検討については、「内部監査規程」に基づき、監査部から社長に対して報告・提言を行

うとともに、取締役会への報告を実施しております。
・危機・災害については、「内部統制システムの構築に関する基本方針及び体制の整備についての決定」に基づ

き、対処した事案等とその内容について四半期毎に、取締役会への報告を実施しております。
③ 職務執行の適正性及び効率的に行われることに対する取組みの状況

・「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として毎月開催しているほか、適宜臨時に開催しております。各
担当取締役は、子会社を含む各事業の業務執行の状況について、四半期毎に取締役会への報告を実施しており
ます。

・重要な業務執行等の意思決定等については、決裁手続が電子化されており、迅速・効率的な管理体制を構築し
ております。取締役会議事録についても、正確に記録・作成し、情報の保存及び管理を適切に行っております。

④ 監査役監査の実効性の確保
・監査役は、当社及び子会社の役職員から監査に必要な情報について随時報告を受けるとともに、重要な会議へ

の出席に加え、業務執行の意思決定に係る電子決裁の内容を随時確認しております。また、JTグループにおけ
る監査役監査の充実のため、子会社監査役等と定期的に意見交換等を実施しております。

・監査部及びコンプライアンス統括室は、監査役との間で定期的に情報交換を行い連携しております。
・監査役の職務を補助するため、執行部門から独立した監査役室を設置し、必要な人員を配置しております。ま

た、監査役の協議により職務上必要と見込まれる費用については、予算を計上しております。
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連結計算書類
連結持分変動計算書（自 2018年１月１日　至 2018年12月31日）

(単位：百万円)
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

新株予約権 在外営業活動
体の換算差額

キャッシュ･フロー･
ヘッジの公正価値の
変動額の有効部分

その他の包括
利益を通じて
測定する金融
資 産 の 公 正
価値の純変動

2018年１月１日　残高 100,000 736,400 △443,636 1,964 △207,884 △88 38,670

当期利益 － － － － － － －
その他の包括利益 － － － － △247,034 1,012 △8,239

当期包括利益 － － － － △247,034 1,012 △8,239

自己株式の取得 － － △0 － － － －
自己株式の処分 － － 807 △691 － － －
株式に基づく報酬取引 － － － 274 － － －
配当金 － － － － － － －
連結範囲の変動 － － － － － － －
支配の喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動 － － － － － － －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 － － － － － － △860

その他の増減 － － － － － △480 －
所有者との取引額等合計 － － 807 △417 － △480 △860
2018年12月31日　残高 100,000 736,400 △442,829 1,547 △454,918 443 29,570

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

利益剰余金 合　計確定給付型
退職給付制度の

再測定額
合　計

2018年１月１日　残高 － △167,338 2,536,262 2,761,687 80,340 2,842,027

当期利益 － － 385,677 385,677 1,755 387,431
その他の包括利益 △3,075 △257,337 － △257,337 △792 △258,129

当期包括利益 △3,075 △257,337 385,677 128,340 962 129,302

自己株式の取得 － － － △0 － △0
自己株式の処分 － △691 △116 0 － 0
株式に基づく報酬取引 － 274 2 275 36 311
配当金 － － △259,724 △259,724 △1,914 △261,638
連結範囲の変動 － － － － 139 139
支配の喪失とならない子会社に
対する所有者持分の変動 － － 495 495 △9,713 △9,218

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 3,075 2,215 △2,215 － － －

その他の増減 － △480 － △480 － △480
所有者との取引額等合計 3,075 1,318 △261,558 △259,433 △11,452 △270,885
2018年12月31日　残高 － △423,357 2,660,381 2,630,594 69,851 2,700,445

－ 5 －
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連結計算書類の注記
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結計算書類の作成基準
　当社及びその子会社（以下、当社グループ）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、
国際会計基準（以下、IFRS）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRS
で求められる開示項目の一部を省略しております。

⑵　連結の範囲に関する事項
　連結子会社の数は224社であります。
　主要な連結子会社は、TSネットワーク㈱、日本フィルター工業㈱、JT International S.A.、Gallaher Ltd.、
鳥居薬品㈱、テーブルマーク㈱であります。

⑶　持分法の適用に関する事項
　持分法適用の関連会社等の数は11社であります。
　主要な持分法適用の関連会社は、Megapolis Distribution B.V.であります。
　また、当社グループが有する共同支配企業については、持分法によって処理しております。

⑷　会計処理基準に関する事項
①　デリバティブ以外の金融資産の評価基準及び評価方法
(i)　当初認識及び測定
　金融資産は損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、償却原価で測定される金融資
産に分類しております。当社グループは当初認識においてその分類を決定しております。
　金融資産は、次の条件がともに満たされる場合には償却原価で測定される金融資産に分類し、それ以外の場合
には公正価値で測定される金融資産へ分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産

が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日

に生じる。
　公正価値で測定される金融資産については、損益を通じて公正価値で測定しなければならない売買目的で保有
される資本性金融商品を除き、個々の資本性金融商品ごとに、損益を通じて公正価値で測定するか、その他の包
括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該指定を継続的に適用しております。
　すべての金融資産は、損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に、当該金
融資産に直接帰属する取引コストを加算した金額で測定しております。
(ii)　事後測定
　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a)　償却原価により測定される金融資産
　償却原価により測定される金融資産は実効金利法による償却原価により測定しております。
(b)　その他の金融資産
　償却原価により測定される金融資産以外の金融資産は公正価値で測定しております。
　公正価値で測定される金融資産の公正価値の変動額は損益として認識しております。
　ただし、資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものについて
は、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識し、認識を中止した場合、あるいは公正価値が著しく下
落した場合には利益剰余金に振り替えております。なお、当該金融資産からの配当金については当期の損益と
して認識しております。
(iii)　認識の中止
　金融資産は、便益を受領する権利が消滅したか、譲渡されたか、又は実質的に所有に伴うすべてのリスクと経
済価値が移転した場合に認識を中止しております。

－ 6 －
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(ⅳ)　金融資産の減損
　償却原価により測定される金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。予想
信用損失は、過去の貸倒実績や将来の回収可能価額等を基に算定しております。
　営業債権については、常に全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。営業債
権以外の金融資産については、原則として12ヶ月の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識してお
りますが、当初認識以降に信用リスクが著しく増大している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸
倒引当金として認識しております。
　信用リスクが著しく増大しているか否かは、債務不履行が発生するリスクの変化に基づいて判断しており、そ
の判断にあたっては、期日経過情報、債務者の財政状態の悪化、内部信用格付の低下等を考慮しております。
　金融資産の全部又は一部について回収ができない又は回収が極めて困難であると判断された場合には債務不
履行と判断し、信用減損金融資産として扱っております。
　信用減損が発生していない営業債権については、多数の同質的な取引先より構成されているため一括してグル
ーピングしたうえで、集合的に予想信用損失を測定しております。
　金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が生じた場合は、
貸倒引当金戻入額を損益で認識しております。
②　デリバティブの評価基準及び評価方法

当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契約等のデ
リバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初測定され、
その後も公正価値で再測定しております。

デリバティブの公正価値変動額は連結損益計算書において損益として認識しております。ただし、キャッシ
ュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体の純投資ヘッジの有効部分はその他の包括利益として認識しております。
③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の取得原価には、購入原価、加工費、及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその
他のすべての原価を含んでおります。

棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定し、原価の算定にあたっては、主として総
平均法を使用しております。

また、正味実現可能価額は、通常の事業過程における予想売価から、完成に要する見積原価及び販売に要する
見積費用を控除して算定しております。

なお、投入までの期間が12ヶ月を超える葉たばこについては、正常な営業循環期間内で保有するものであるた
め、すべて流動資産に含めて表示しております。
④　重要な減価償却資産の減価償却方法
(i)　有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)
　有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除
した価額で表示しております。取得価額には、資産の取得に直接関連する費用、解体、除去及び原状回復費用、
及び資産計上の要件を満たす借入コストを含めております。
　土地等の償却を行わない資産を除き、各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額法で減価償却を行って
おります。
　投資不動産は、賃貸収益又は資本増価、もしくはその両方を目的として保有する不動産であります。
　投資不動産の測定においては、有形固定資産に準じて原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び
減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
　主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 38～50年
機械装置及び運搬具 10～15年

　なお、見積耐用年数及び減価償却方法等は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合には、会計上の見積
りの変更として将来に向かって適用しております。

－ 7 －
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(ii)　無形資産(リース資産を除く)
　無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額
で表示しております。個別に取得した無形資産は、当初認識に際し取得原価で測定しており、企業結合において
取得した無形資産の取得原価は、取得日現在における公正価値で測定しております。なお、内部創出の無形資産
については、資産化の要件を満たす開発費用を除き、その支出額はすべて発生した期の費用として計上しており
ます。
　有限の耐用年数を有する無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却し、減損の兆候が存在
する場合はその都度、減損テストを実施しております。有限の耐用年数を有する無形資産の見積耐用年数及び償
却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用し
ております。
　有限の耐用年数を有する無形資産の主な見積耐用年数は以下のとおりであります。

商標権 10～20年
ソフトウェア ５年

　耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については、償却を行わず、毎年又は減損
の兆候が存在する場合にはその都度、個別に又は各資金生成単位で減損テストを実施しております。
(iii)　リース資産
　リースは、所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて当社グループに移転する場合には、ファイナンス・
リースに分類し、それ以外の場合にはオペレーティング・リースとして分類しております。
　ファイナンス・リース取引においては、リース資産及びリース負債は、リース開始日に算定したリース物件の
公正価値と最低リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で連結財政状態計算書に計上しております。リー
ス料は、利息法に基づき金融費用とリース債務の返済額とに配分しております。金融費用は連結損益計算書で認
識しております。リース資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却
を行っております。
　オペレーティング・リース取引においては、リース料は連結損益計算書において、リース期間にわたって定額
法により費用として認識しております。また、変動リース料は、発生した期間の費用として認識しております。
　契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリースの形態をと
らないものであっても、IFRIC第４号「契約にリースが含まれているか否かの判断」に従い、契約の実質に基づ
き判断しております。
⑤　重要な引当金の計上基準
　当社グループは、過去の事象の結果として現在の債務（法的債務又は推定的債務）を有しており、債務の決済
を要求される可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼できる見積りが可能である場合に引当金を認識し
ております。
　貨幣の時間価値が重要な場合には、決済のために要すると見積られた支出額の現在価値で測定しております。
現在価値の算定には、貨幣の時間的価値の現在の市場評価とその負債に固有のリスクを反映した税引前の割引率
を用いております。
　また、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従い、リストラクチャリング引当金については詳細な
公式計画を有し、かつ計画の実施や公表を通じて、影響を受ける関係者に当該リストラクチャリングが確実に実
施されると予期させた時点で認識しております。当該引当金は、リストラクチャリングから発生する直接支出の
みを計上対象としており、以下の双方に該当するものであります。
・リストラクチャリングに必然的に伴うもの
・企業の継続活動に関連がないもの

－ 8 －
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⑥　退職後給付
　当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しております。
　また、公的年金負担に要する費用のうち、1956年６月以前（公共企業体職員等共済組合法施行日前）の給付対
象期間に係る共済年金給付の負担について、当該共済年金負担に係る負債額を算定し退職給付に係る負債に含め
て計上しております。
　当社グループは確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増
方式を使用して各制度ごとに個別に算定しております。割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を
基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債又は国債の市場利回りに基づき算定しており
ます。確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値（必要な場
合には、確定給付資産の上限、最低積立要件への調整を含む）を控除して算定しております。また利息費用及び
利息収益は、金融費用として計上しております。
　確定給付型退職給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識しており、直ち
に利益剰余金に振り替えております。過去勤務費用は、発生した期の損益として処理しております。
　確定拠出型の退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。
⑦　収益の計上基準
(i)　顧客との契約から生じる収益
　当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
　　ステップ１：顧客との契約を識別する
　　ステップ２：契約における履行義務を識別する
　　ステップ３：取引価格を算定する
　　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
　　ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する
　当社グループは、たばこ製品、医療用医薬品、加工食品等の販売を行っており、このような物品の販売につい
ては、物品の引渡時点において当該物品に対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されると
判断しており、当該物品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された
対価から、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
　なお、たばこ税及びその他当社グループが代理人として関与した取引における取引高については、収益より控
除しており、これらを除いた金額を売上収益として連結損益計算書に表示しております。
(ii)　利息収益
　利息収益は、実効金利法により認識しております。
(iii)　配当金
　配当は、支払を受ける株主の権利が確定した時に認識しております。

⑧　のれんに関する事項
　のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
　のれんは償却を行わず、事業を行う地域及び事業の種類に基づいて識別された資金生成単位に配分し、毎年又
は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は連結損益計算
書において認識され、その後の戻入は行っておりません。
⑨　外貨換算の方法
　当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である円で表示しております。また、グループ内の各企業は
それぞれ独自の機能通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しております。
　外貨建取引は、取引日における直物為替相場又はそれに近似するレートにより機能通貨に換算しております。
外貨建の貨幣性資産及び負債は、決算日の直物為替相場により機能通貨に換算しております。当該換算及び決済
により生じる換算差額は損益として認識しております。ただし、在外営業活動体（海外子会社等）に対する純投
資のヘッジ手段として指定された金融商品、その他の包括利益を通じて測定される金融資産、及びキャッシュ・
フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益として認識しております。
　在外営業活動体の資産及び負債は決算日の直物為替相場により、収益及び費用は取引日の直物為替相場又はそ
れに近似するレートにより、それぞれ円貨に換算しており、その換算差額はその他の包括利益として認識してお
ります。在外営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連する累積換算差額を処分した期の損益と
して認識しております。
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⑩　重要なヘッジ会計の方法
　当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契約等のデ
リバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初測定され、
その後も公正価値で再測定しております。
　デリバティブの公正価値変動額は連結損益計算書において損益として認識しております。ただし、キャッシ
ュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体の純投資ヘッジの有効部分はその他の包括利益として認識しております。
　当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係並びにヘッジを実施するにあた
ってのリスク管理目的及び戦略について、公式に指定及び文書化を行っております。当該文書は、具体的なヘッ
ジ手段、ヘッジ対象、ヘッジされるリスクの性質及びヘッジ関係の有効性の評価方法などを含んでおります。こ
れらのヘッジは、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があること、信用リスクの影響が経済的関係から
生じる価値変動に著しく優越するものではないこと、ヘッジ関係のヘッジ比率が実際にヘッジしているヘッジ対
象及びヘッジ手段の数量から生じる比率と同じであることが見込まれますが、ヘッジ関係が将来に向けて有効で
あるかどうかを判定するために、継続的に評価しております。
　また、リスク管理目的は変わっていないものの、ヘッジ手段とヘッジ対象の経済的関係に変化が生じたため、
ヘッジ比率に関するヘッジの有効性の要求に合致しなくなった場合には、適格要件を再び満たすように、ヘッジ
比率を調整しております。ヘッジ比率の調整後もなお、ヘッジ関係が適格要件を満たさなくなった場合には、当
該要件を満たさなくなった部分についてヘッジ会計を中止しております。
　ヘッジ会計に関する厳格な要件を満たすヘッジは、IFRS第９号に基づき以下のように分類し、会計処理してお
ります。
(i)　公正価値ヘッジ
　ヘッジ手段に係る利得又は損失は、連結損益計算書において損益として認識しております。ただし、その他の
包括利益を通じて公正価値で測定すると指定した資本性金融商品をヘッジ対象とした場合の公正価値変動につ
いては、その他の包括利益として認識しております。ヘッジ対象に係るヘッジ利得又は損失については、ヘッジ
対象の帳簿価額を調整し、連結損益計算書において損益として認識しております。ただし、その他の包括利益に
表示することとした資本性金融商品の公正価値変動については、その他の包括利益として認識しております。
(ii)　キャッシュ・フロー・ヘッジ
　ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部分は直ちに連結損
益計算書において損益として認識しております。
　その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が損益に影響を与える時点で
損益に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合に、そ
の他の包括利益として認識されている金額は、非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価額の修正として処理し
ております。
　ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発生がもはや見込まれない場合には、従来その他の包括利益を通じて
資本として認識していた累積損益を損益に振り替えております。ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発生が
まだ見込まれる場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識されていた金額は、当該将来キャッシ
ュ・フローが発生するまで引き続き資本に計上しております。
(iii)　在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
　在外営業活動体に対する純投資のヘッジから発生する換算差額については、キャッシュ・フロー・ヘッジと同
様の方法で会計処理しております。ヘッジ手段に係る利得及び損失のうち、有効部分はその他の包括利益として
認識し、非有効部分は連結損益計算書において損益として認識しております。在外営業活動体の処分時には、従
来その他の包括利益を通じて資本として認識していた累積損益を損益に振り替えております。
⑪　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
⑫　当社及び一部の国内子会社は、当年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌年度から連結納税制度が適用
されることとなったため、当年度より税効果会計について連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行ってお
ります。
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⑸　会計方針の変更
　当社グループが当年度より適用している基準及び解釈指針は以下のとおりです。

IFRS 新設・改訂の概要

IFRS第９号 金融商品 金融資産に関する、分類及び測定方法の限定的な修正、及び
予想信用損失に基づく減損モデルの導入

IFRS第15号 顧客との契約から生じる収益 収益の認識に関する会計処理を改訂

　IFRS第９号の適用が連結計算書類に与える重要な影響はありません。

　IFRS第15号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開
始日に認識する方法を採用しております。

　「⑦　収益の計上基準 (i)　顧客との契約から生じる収益」の５ステップアプローチに基づき、顧客との契約
における履行義務の識別を行ったことにより、従来、販売費及び一般管理費等として会計処理していた当社グル
ープが顧客に対して支払う販売促進費等の一部を当年度より売上収益から控除しております。また、従来、販売
費及び一般管理費等として会計処理していた費用のうち、履行義務の充足のために必要となる運賃保管費等を当
年度より売上原価として会計処理しております。

　この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当年度の連結損益計算書において、売上収益が10,944
百万円及び販売費及び一般管理費等が70,905百万円それぞれ減少し、売上原価が59,962百万円増加しておりま
す。
　なお、営業利益及び当期利益に与える影響はありません。
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２．連結財政状態計算書に関する注記
⑴　資産に係る減価償却累計額（減損損失累計額を含む）

有形固定資産 902,664百万円
のれん及び無形資産 827,409百万円
投資不動産 20,797百万円

⑵　担保に供している資産及び担保に係る債務
①　日本たばこ産業株式会社法第６条の規定により、会社の財産を社債の一般担保に供しております。

担保に係る債務の金額 社債 373,384百万円
②　一部の連結子会社において担保に供している資産は2,138百万円であります。

　また、担保に供している資産に対応する債務は71百万円であります。
⑶　資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 1,650百万円
その他の金融資産 6,108百万円

－ 12 －
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３．連結持分変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 年 度 期 首
株　式　数(千株)

当　　　年　　　度
増　加　株　式　数

（千株）

当　　　年　　　度
減　少　株　式　数

（千株）
当 年 度 末
株　式　数(千株）

発行済株式
普通株式 2,000,000 － － 2,000,000

自己株式
普通株式 208,957 0 380 208,577

　(注)　普通株式の自己株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。また、普通株式の
自己株式数の減少380千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。

⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１ 株 当 た り
配当額（円） 基準日 効力発生日

2018年３月27日
定時株主総会 普通株式 125,373 70 2017年12月31日 2018年３月28日

2018年８月１日
取締役会 普通株式 134,351 75 2018年６月30日 2018年９月３日

②　基準日が当年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌年度になるもの
　2019年３月20日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり提案しております。

（議案） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資

１株当たり
配　当　額

（円）
基準日 効力発生日

2019年３月20日
定時株主総会 普通株式 134,357 利益剰余金 75 2018年12月31日 2019年３月22日

⑶　当年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 829,400株
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４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リスク・
金利リスク・市場価格の変動リスク）に晒されており、当該リスクを回避又は低減するために、一定の方針に基
づきリスク管理を行っております。また、当社財務部は、主要な財務上のリスク管理の状況について、定期的に
当社の社長及び取締役会に報告しております。
　当社グループの方針として、デリバティブは、実需取引のリスク緩和を目的とした取引に限定しており、投機
目的やトレーディング目的の取引は行っておりません。

⑵　金融商品の公正価値等に関する事項
　当年度末における連結財政状態計算書計上額及び公正価値は、次のとおりであります。

連 結 財 政 状 態 計 算 書 計 上 額 公　　　正　　　価　　　値
百万円 百万円

①　長期借入金 129,313 129,978
②　社債 610,444 606,495

　償却原価で測定する短期金融資産、短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似しております。
　長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割
り引いた現在価値により算定しております。
　当社グループが発行する社債の公正価値は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、
元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており
ます。

５．投資不動産に関する注記
⑴　投資不動産の状況に関する事項

　当社グループでは、東京都その他地域において、賃貸オフィスビル等を所有しております。
⑵　投資不動産の公正価値に関する事項

　当年度末における投資不動産の連結財政状態計算書計上額及び公正価値は、次のとおりであります。
連 結 財 政 状 態 計 算 書 計 上 額 公　　　正　　　価　　　値

百万円 百万円
投資不動産 17,558 37,164

　(注)１． 連結財政状態計算書計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

２． 投資不動産の公正価値は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価等に基づく金額であります。その評
価は、当該不動産の所在する国の評価基準に従い、類似資産の取引価格を反映した市場証拠に基づいてお
ります。

６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり親会社所有者帰属持分 1,468.44円
⑵　基本的１株当たり当期利益 215.31円
⑶　希薄化後１株当たり当期利益 215.20円
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７．偶発事象に関する注記
偶発負債
　当社及び一部の子会社は、現在係属中の複数の訴訟等の当事者となっております。その最終結果について合理
的に見積もることが不可能な訴訟等については、引当金は計上しておりません。
　なお、これら訴訟等の当事者である当社及び一部の子会社は、それぞれの主張に確固たる根拠があるものと考
えており、社外弁護士と連携のうえ応訴体制を整備し、適切に対応しております。

⑴　喫煙と健康に関する訴訟
　当社及び一部の子会社は、喫煙、たばこ製品のマーケティング又はたばこの煙への曝露から損害を受けたとする
訴訟の被告となっております。喫煙と健康に関する訴訟については、当社グループを被告とする訴訟、又はRJRナ
ビスコ社の米国以外の海外たばこ事業を買収した契約等に基づき当社が責任を負担するものをあわせて、決算日現
在21件係属しております。現在係属中の喫煙と健康に関する訴訟のうち、主なものは以下のとおりであります。

①　個人訴訟
　南アフリカにおいて当社の被補償者に対して１件の個人訴訟が提起されております。

②　集団訴訟
　当社グループ会社又は当社の被補償者に対して、カナダにおいて８件の集団訴訟が提起されております。

③　医療費返還訴訟
　カナダにおいて、当社グループ会社及び当社の被補償者に対し、全10州(３準州を除く)の政府により提起さ
れた10件の医療費返還訴訟が係属しております。

　⑵　その他の訴訟等
　当社及び一部の子会社は、商事紛争、税務紛争その他の訴訟等においても当事者となっております。

８．重要な後発事象に関する注記
　当社は、2019年２月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づき、当社の株主還元方針に基づく株主還元の一環として、以下のとおり、自己株式取
得に係る事項について決議いたしました。

　①　取得する株式の種類
　　　普通株式
　②　取得する株式数
　　　23,000,000株（上限）
　③　株式の取得価額の総額
　　　50,000百万円（上限）
　④　取得期間
　　　2019年２月８日から2019年４月22日まで
　⑤　取得の方法
　　　信託方式による市場買付け

９．記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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計算書類
株主資本等変動計算書（自 2018年１月１日　至 2018年12月31日）

(単位：百万円)
株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利　益　剰　余　金

資　本
準備金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

新 事 業 開
拓 事 業 者
投 資 損 失
準 備 金

圧 縮 記 帳
積 立 金

圧縮記帳
特別勘定

繰 越 利 益
剰 余 金

2018年１月１日残高 100,000 736,400 736,400 18,776 169 42,987 8,356 1,092,709 1,162,996

事業年度中の変動額

新事業開拓事業者投資損失準備金の繰入 － － － － 287 － － △287 －

新事業開拓事業者投資損失準備金の取崩 － － － － △169 － － 169 －

圧縮記帳積立金の繰入 － － － － － 3,893 － △3,893 －

圧縮記帳積立金の取崩 － － － － － △5,127 － 5,127 －

圧縮記帳特別勘定の繰入 － － － － － － 10,179 △10,179 －

圧縮記帳特別勘定の取崩 － － － － － － △8,356 8,356 －

剰余金の配当 － － － － － － － △259,724 △259,724

当期純利益 － － － － － － － 164,595 164,595

自己株式の取得 － － － － － － － － －

自己株式の処分 － － － － － － － △116 △116

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
(純額) － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － 118 △1,234 1,823 △95,952 △95,244

2018年12月31日残高 100,000 736,400 736,400 18,776 287 41,753 10,179 996,757 1,067,752

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己

株式
株主資本

合計
その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

2018年１月１日残高 △443,636 1,555,760 33,579 1,662 35,242 1,964 1,592,966

事業年度中の変動額

新事業開拓事業者投資損失準備金の繰入 － － － － － － －

新事業開拓事業者投資損失準備金の取崩 － － － － － － －

圧縮記帳積立金の繰入 － － － － － － －

圧縮記帳積立金の取崩 － － － － － － －

圧縮記帳特別勘定の繰入 － － － － － － －

圧縮記帳特別勘定の取崩 － － － － － － －

剰余金の配当 － △259,724 － － － － △259,724

当期純利益 － 164,595 － － － － 164,595

自己株式の取得 △0 △0 － － － － △0

自己株式の処分 807 691 － － － － 691

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
(純額) － － △7,764 3,215 △4,549 △417 △4,967

事業年度中の変動額合計 807 △94,438 △7,764 3,215 △4,549 △417 △99,404

2018年12月31日残高 △442,829 1,461,323 25,815 4,877 30,693 1,547 1,493,562

－ 16 －

株主資本等変動計算書
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計算書類の注記
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券

時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの
　移動平均法による原価法によっております。

⑵　デリバティブ等の評価基準及び評価方法
　時価法によっております。

⑶　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　総平均法による原価法によっております。
　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

⑷　固定資産の減価償却方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物（建物附属設備を除く） 38～50年
機械及び装置 10年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

特許権 ８年
商標権 10年
ソフトウェア
のれん

５年
10年

③　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、主として、リース期間を耐用年数と
し残存価額を零とする定額法によっております。

⑸　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案して計上しております。

②　賞与引当金
　従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込基準により計上しております。

③　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に10年）による定額法によ
り費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に10
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
　また、公的年金負担に要する費用のうち、1956年６月以前（公共企業体職員等共済組合法施行日前）の給付
対象期間に係る共済年金給付の負担について、当該共済年金負担に係る負債額を算定し退職給付引当金に含め
て計上しております。

－ 17 －

重要な会計方針に係る事項に関する注記
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⑹　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は当事業年度の損益として処理
しております。

⑺　ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、金利通貨スワップについて、一体処理（振当処理、特例処理）の要件を満たしている場合には、一体処
理によっております。

⑻　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
⑼　連結納税制度の適用
　　当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとな
　ったため、当事業年度より税効果会計について連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
⑽　追加情報
　　当社は、2018年４月１日付で企業年金制度の一部を確定給付制度から確定拠出制度へ移行しております。当該
　移行に伴い、当年度において清算損益を認識しております。

－ 18 －

重要な会計方針に係る事項に関する注記
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２．貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 19,991百万円
短期金銭債務 36,739百万円
長期金銭債務 4,233百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 465,754百万円
⑶　日本たばこ産業株式会社法第６条の規定により、会社の財産を社債の一般担保に供しております。

担保に係る債務の金額 社債 373,692百万円
⑷　保証債務

被保証者 保証金額 被保証債務の内容
百万円

JT International Financial 
Services B.V. 240,023

社債に対する保証　外貨建によ
る保証 240,023百万円

（ 1,025百万米ドル）
（ 550百万ユーロ）
（ 400百万英ポンド）

JT International Holding 
B.V. 57,180 借入保証等　外貨建による保証 57,180百万円

（ 450百万ユーロ）他

PT. Karyadibya 
Mahardhika 47,023 借入保証等　外貨建による保証 47,023百万円

（ 6,167,141百万インドネシアルピア）他

JT International 
(Philippines) Inc. 36,380 借入保証等　外貨建による保証 36,380百万円

（ 17,215百万フィリピンペソ）

JT International S.A. 35,388
借入保証等　外貨建による保証 35,388百万円

（ 208百万米ドル）
（ 60百万スイスフラン）他

JT International 
Company Netherlands 
B.V.

34,245 借入保証等　外貨建による保証 34,245百万円
（ 270百万ユーロ）

JT International Hellas 
A.E.B.E. 27,297 借入保証等　外貨建による保証 27,297百万円

（ 215百万ユーロ）

JT International Germany 
GmbH 24,151 借入保証等　外貨建による保証 24,151百万円

（ 190百万ユーロ）

JT International Korea 
Inc. 17,283 借入保証等　外貨建による保証 17,283百万円

（ 173,924百万韓国ウォン）
その他（46社） 65,522 借入保証等

計 584,492
　⑸　取締役及び監査役に対する金銭債務

長期金銭債務 109百万円
⑹　「キャッシュ・マネージメント・システム預り金」は、当社グループにおいて国内グループ会社を対象とした

キャッシュ・マネージメント・システムにおける資金の受託であります。

－ 19 －

貸借対照表に関する注記
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３．損益計算書に関する注記
⑴　当事業年度におけるたばこ税込の売上高は1,704,086百万円であります。
　　なお、たばこ税込の売上高は売上高にたばこ税相当額を加えた金額であります。
⑵　関係会社との取引高

売上高 87,976百万円
仕入高 62,255百万円
販売費及び一般管理費 69,448百万円
受取配当金 34,596百万円
営業取引以外の取引高 22,613百万円

⑶　研究開発費は、総額53,154百万円であり、すべて一般管理費として計上しております。

４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 事 業 年 度 期 首
株　式　数（千株）

当　事　業　年　度
増　加　株　式　数

（千株）

当　事　業　年　度
減　少　株　式　数

（千株）
当 事 業 年 度 末
株　式　数（千株）

自己株式
普通株式 208,957 0 380 208,577

合計 208,957 0 380 208,577
　(注)　普通株式の自己株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。また、普通株式の

自己株式数の減少380千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。

５．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 27,270百万円
共済年金給付負担金 12,428百万円
その他 27,397百万円

繰延税金資産　小計 67,094百万円
評価性引当額 △9,393百万円
繰延税金資産　合計 57,701百万円

繰延税金負債
圧縮記帳積立金 △18,263百万円
繰延ヘッジ損益 △10,936百万円
その他有価証券評価差額金 △10,103百万円
その他 △16,203百万円

繰延税金負債　合計 △55,504百万円
繰延税金資産の純額 2,197百万円

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.66％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.36％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.57％
試験研究費等の税額控除 △1.20％
その他 0.31％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.56％

－ 20 －

損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、税効果会計に関する注記
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６．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

属性 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
科　目 期末残高資金の

貸付
資金の

返済受入
百万円 百万円 百万円

子会社

テーブルマ
ークホール
ディングス
㈱

所有
直接100％ 資金の貸付等 資金の貸付

（注）１、２ 44,947 39,662

関係会社
短期貸付金 41,002

関係会社
長期貸付金 8,866

JT 
International 
Holding B.V.

所有
間接100％ 資金の貸付等 資金の貸付

（注）１ － 159,330 関係会社
短期貸付金 －

属性 会社等
の名称

議 決 権 等 の
所 有 （ 被 所
有）割合

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

百万円 百万円

子会社

TSネットワー
ク㈱

所有
直接85.25％

キャッシュ・マネー
ジメント・システム
による資金の受託

余剰資金の
受入 －

キ ャ ッ シ
ュ・マネージ
メント・シス
テム預り金

165,192
（注）１、２

JT International 
Financial Services 
B.V.

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注）３ 240,023 － －

JT International
Holding B.V.

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注）３ 57,180 － －

PT. Karyadibya 
Mahardhika

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注）３ 47,023 － －

JT International
（Philippines）Inc.

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注）３ 36,380 － －

JT International 
S.A.

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注）３ 35,388 － －

JT International 
Company 
Netherlands B.V.

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注）３ 34,245 － －

JT International
Hellas A.E.B.E.

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注）３ 27,297 － －

JT International 
Group Holding 
B.V.

所有
直接100％ － 有償減資

（注）４ 47,130 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の貸付金利及び受入金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２．キャッシュ・マネージメント・システムにおける資金の貸借については、頻繁に発生する取引のため、取
引金額の記載を省略しております。

３．債務保証は銀行借入等に対し行ったものであり、保証額等に基づき算定した保証料を受け取っております。
４．JT International Group Holding B.V.が行った424百万米ドルの有償減資であります。

－ 21 －

関連当事者との取引に関する注記
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７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 832.87円
⑵　１株当たり当期純利益 91.89円
⑶　潜在株式調整後１株当たり当期純利益 91.84円

８．重要な後発事象に関する注記
　当社は、2019年２月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づき、当社の株主還元方針に基づく株主還元の一環として、以下のとおり、自己株式取
得に係る事項について決議いたしました。

　①　取得する株式の種類
　　　普通株式
　②　取得する株式数
　　　23,000,000株（上限）
　③　株式の取得価額の総額
　　　50,000百万円（上限）
　④　取得期間
　　　2019年２月８日から2019年４月22日まで
　⑤　取得の方法
　　　信託方式による市場買付け

９．記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

－ 22 －

１株当たり情報に関する注記、重要な後発事象に関する注記、記載金額は……




